
説明資料①

西三里塚地区に係る都市計画変更について

住 民 説 明 会

令和 7 年 11 月 1 日
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（区域区分なし）
下総大栄都市計画区域

市街化区域
・すでに市街地を形成している区域
・おおむね１０年以内に計画的に市街化を図る区域

昭和４５年７月３１日（当初線引き）面積 １，８１０ha
現 在 面積 ２，０５７ha

市街化調整区域
・市街化を抑制し、すぐれた自然を保全する区域
・原則として建物の建築が制限される

都市計画区域において．．．
①無秩序な市街化の防止
②計画的な市街地の形成を図る
③市街化区域と市街化調整区域の２つの区分に区分することができる
※下総大栄都市計画区域は、区域区分を定めていない（非線引き区域）

都市計画区域
自然的・社会的条件や人口、土地利用、交通量等の現状や推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、

開発及び保全する必要がある区域として指定する。
本市は、「成田都市計画区域」「下総大栄都市計画区域」の２つの都市計画区域がある。

区域区分について
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用途地域とは、地域にふさわしい建物の用途や形態を定めるものです。
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用途地域について
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カスミ

成田国際空港

区域区分を変更する位置

調整池

三里塚みらい
保育園

北
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富里市



第一種低層住居専用地域

成田市

平成15年12月31日までの行政界
代替地整備事業区域
平成14年～平成16年度

代替地整備に伴い
行政区域を変更

富里市
成田市に編入

行政界変更により
成田市となったが、
区域区分は変更しな
かったため、
市街化調整区域とし
て残っている

成田市

これまでの経緯
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区域区分
変更

変更前（現在） 変更後

市街化区域に編入
0.46ha

区域の区分（区分境界線）を変更することにより、市街化調整区域から市街化区域に編入します。

三里塚みらい
保育園

三里塚みらい
保育園

調整池 調整池

凡例
区域区分線

新区域区分線

区域区分の変更箇所

－6－



変更前（現在） 変更後

用途地域
変更

設定する用途地域

建築可能なもの

・一般住宅（高さ10ｍ以下）
・兼用住宅
（小規模な店舗や事務所と
兼ねるもの）
・小中学校など

低層住宅のための地域です

編入区域周辺と同様に適正な土地利用と望ましい市街地の形成を誘導するため、用途地域を定めます。

凡例
変更区域

三里塚みらい
保育園

三里塚みらい
保育園

調整池 調整池

用途地域について
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建築面積 延床面積

建ぺい率とは、敷地面積に占める建築面
積の割合のことをいいます。

建ぺい率のイメージ

容積率とは、敷地面積に対する延床面積の
割合のことをいいます。

容積率のイメージ

敷地面積

市街化区域編入する区域には、建蔽率５０％、容積率１００％を定めます。

用途地域について

例えば、建蔽率が50%の場合、100㎡の敷地には最
大50㎡の建物を建てることができます。

敷地面積

例えば、容積率が100%の場合、100㎡の敷地には
最大100㎡の延べ床面積の建物を建てることがで
きます。
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今後のスケジュール

令和７年 １０月１７日 第２回都市計画審議会

１１月１日 住民説明会

１１月中 市町村原案の申出

１２月 案の概要縦覧（２週間）

公聴会

案の縦覧（２週間）

都市計画審議会

令和８年夏ごろ 都市計画の変更決定・告示

本日
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